
この表を入校当日に必ず、お持ち下さい
教習所提出用

入校予定のお客様へこの表を、入校当日に自動車学校の受付でお預
お客様各位 保護者様とご一緒にお読み下さいかりしましすので、必ずお持ち下さい。

当校では感染等の拡大防止対策で、自動車教習所へ入校するお客様との契約については、下記の特別条件
を追加させて頂きます。 お客様のご予約に関する重要な内容ですので必ずお読み下さい。 ご了承の上、お
申込み下さいますようお願い申し上げます。

１． 当校は、お客様のご予約を引受けた日から自動車教習所を卒業するまでの期間に、国又は都道府県知事による
命令・勧告など企業努力の限度を超える事情がある時は、お客様との契約を解除する場合があります。

２． 当校では、自動車教習所における感染等拡大を防止するため、お客様が次の各項に該当した時は、ご予約を
取り消すことがあります。 また、この条件に該当するにもかかわらず事実を告げず入校したことにより当校が損害
を受けた場合は、損害賠償を請求させて頂きます。

0□次の特別条件を読み□を入れてください。１つ以上「はい」に該当する時は必ず当校へご連絡下さい
回答欄Ｎｏ 質 問

0１ 自動車教習所入校１ヶ月前から入校日までの期間についてお聞きします。

お客様は、新型コロナウイルス等への感染あり、保健所や医師から濃厚接触者と指定あ はい□
り、自主的に外出を控える（自主隔離）要請あり、以上のいずれかに該当しますか？ いいえ□

0２ 自動車教習所入校１ヶ月前から入校日までの期間についてお聞きします。

お客様は、海外に滞在したか、これから海外へ渡航する予定はありますか？ はい□
いいえ□

0３ 自動車教習所入校１ヶ月前から入校日までの期間についてお聞きします。

お客様のご家族など日常に接触する人は、新型コロナウイルス等への感染あり、保健所 はい□
医師から濃厚接触者と指定あり、自主的に外出を控える（自主隔離）要請あり、以上 いいえや □

のいずれかに該当しますか？

0４ 自動車教習所入校１ヶ月前から入校日までの期間についてお聞きします。

はいお客様は、３７℃以上の発熱・せき込み・強いだるさ・食事の味を感じない等、新型コロ □
いいえナウイルス感染等時に似た症状はありますか？ □

３． 下表へ（入校７日未満の時は予約日以降）検温結果を記入し、３７℃を超えた時は必ず当校へご連絡ください。

（前日） （当日）0 0 普段の体温 ７日前 ６日前 ５日前 ４日前 ３日前 ２日前 １日前 入校日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃体温 ℃

その他４．

※１ 入校当日、自動車教習所へこの用紙を持参して下さい。
※２ 集合後の検温で発熱見知した場合は、入校することができません。
※３ その場合の交通費その他の諸費用はお客様のご負担とさせて頂きますので、ご注意下さい。

以上の特別条件に同意の上、下記署名欄へ記入日と氏名をご記入及び捺印を下さい。以

氏名（自署欄）記入日

令和 年 月 日 印

AOIドライビングスクール勝山校お問い合わせ先
10-1-1 TEL 0779-87-2333福井県勝山市上高島 ：

（入校から１週間前の体温測定表）健康観察表



学校法人あおい学園
AOIドライビングスクール勝山校御中

   私は、AOIドライビングスクール勝山校の合宿免許コースに参加するにあたり、下記の条項を遵守し
  異議申し立てしない事を誓約致します。

 【１】申込後、入校のキャンセルについて

  入校日（出発日）に、現在の居住地及び実家が緊急事態宣言地域又はまん延防止等重点措置地域に
  該当する場合は、合宿コースを中止にさせて頂く場合があります。
  又、行政等からの指示で休業要請があった場合は、入校をお断りさせて頂く場合があります。    
  なお、入校前（入校当日も含む）に自動車学校の指導員・職員・教習生、及び宿泊先の従業員
  宿泊者がコロナ感染になった場合、営業が継続できない為、入校をお断りする場合があります。

 【２】合宿期間中の一時帰宅について

  入校後、行政等からの指示で学校が休校する事となった場合は、一旦教習を中断し、一時帰宅を
    行って頂きます。
 （一時帰宅に係る費用は自己負担）

 【３】ワクチン接種のご協力について

  安全・安心な合宿免許コースを実施するために、入校前までにワクチン接種（３回以上）を推奨しま
  す。

 【４】入校当日の検温と不織布マスクの着用について

  出発の１週間前から毎日体温を計測し、同封した用紙に結果を記入して入校日にご持参ください。
  出発日当日の朝も検温を行い、体温が37℃を超える場合又は体調不良等がある場合は、入校日を見合
  わせて頂きます。新型コロナウイルス感染症防止についての重要事項説明書と、ご自身専用の体温計
  も必ず持参して下さい。
  集合場所に到着後、現地で再度、検温を行います。体温が37℃を超える場合は、合宿コースを中止に
  させて頂きます。その際の交通費は自己負担とさせて頂きます。
  ※体温が37℃を超える場合は、ワクチン接種による副反応の影響でも入校を見合わせて頂きます。
  合宿期間中、マスクの着用については政府の指針に従うこととしますが、技能教習、技能検定、対面
  による学科教習の際にはマスクの着用をお願いします。
  特に自動車学校内での行動、食事をする際等は気を配り、飛沫防止に努めて下さい。
  また、滞在日数分（日数✕枚数）の不織布マスクと、毎日の検温で使用する体温計をご持参ください。

 【５】日曜日の休校について

  毎週日曜日は、休校日になります。但し、コース日程の状況によっては教習を行う場合があります。
  コロナウイルス感染防止の為、合宿期間中の一時帰宅は原則禁止とさせて頂きますので、あらかじめ
  ご了承願います。万が一、帰省をしなければならない場合は、必ず自動車学校に申し出てください。
  ※交通費は自己負担

 【６】オンライン教習について
  
  当校では、新型コロナ感染症防止対策の為、学科教習は全てオンラインで受講して頂きます。対面方
  式での学科は受講できませんので、あらかじめご了承願います。※効果測定・技能解説・応急救護の
  学科は、学校内での対面授業になります。宿泊先（ホテル・寮）でのWiFi環境は整っています。入校
  時(出発日)にイヤホン・ノートパソコン・タブレット・スマートフォン等の機器はご自身でご用意下
  さい。
  ※イヤホン・ノートパソコン等、機器の貸出しは行っていませんので、あらかじめご了承願います。

誓約書
（新型コロナウイルス感染症防止に関する留意事項）

AOIドライビングスクール勝山校(控え)



 【７】体調不良による一時帰宅について

  滞在中に体温が37℃を超える場合、継続した発熱、体調不良等により教習が困難と自動車学校側で判
  断した場合は、医療機関の受診の為一時帰宅を行って頂きます。※一時帰宅に係る費用は自己負担。

 【８】同行、同室している方が体調不良になった場合の一時帰宅について

  同行している方が、体調不良になった場合は、ご自身の体調に異変が起こらないかの経過観察をさせて
  頂くため、一時帰宅の指示に従っていただく場合があります。※一時帰宅は、ご本人様に行動確認を行
  い、判断させて頂きます。飲食時の状況、待機時間の間隔、バス乗車時の席順の確認等

 【９】保証について

  延⻑・補修・修了検定再受験・仮免学科再受験・卒業検定再受験等の為、延⻑になった場合は、延泊
  料金が必要となります。※レギュラーコース(学校寮）の方・ホテルコースの方で(学校寮)に移動して頂
  ける方は、4泊迄無料。※ホテル延泊の場合は食事提供無し。
  1泊あたりの延泊料金(税込)■学校寮:3,850円■ホテルシングル・ツイン:7,150円 
  体調不良等（病気・怪我を含む）による自己都合や、寝坊・時間間違え等によって卒業日程が延⻑に
  なった場合も延泊料金が必要です。

 【１０】退校又は転校した場合の払い戻し金額について

  ご自身の都合で、退校又は転校した場合の払い戻し金額は、下記の方法で行います。
  お預かりさせて頂いた料金から、必要経費を差し引いた料金が、払い戻し金額になります。
  入校日によっては、安価な料金体系日もありますので、払い戻しがない場合もあります。予めご了承
  願います。※コロナ感染による計算方法も同様。
  【入校初日にかかる費用】(税込) ※技能2時限・学科2時限を行った場合
  ■適性検査代:3,190円 ■学科①:2,200円 ■写真代:770円 ■教材:2,750円 ■食事代(ホテルコース)
  夜分600円 ■宿泊代金(1泊あたり) 学校寮:3,850円 ホテルシングル・ツイン:7,150円 ■技能2時限
  (AT:11,220円・MT:10,5650円） ■学科2時限:4,400円 ■入学金等の手数料:84,700円
  合計 AT：116,980円 MT:116,320円
  ※2泊目以降(初日と別)は、下記の料金が別途必要になります。
  技能教習1時限あたりの教習料金(税込)
  ●第1段階 AT：5,610円 MT : 5,280円 ●第2段階 AT：5,940円 MT : 5,610円
  その他の料金(税込)
  ●学科教習1時限あたり 2,200円 ●効果測定1 3,300円 ●効果測定2 3,300円 ●原付教習
  3,300円 ●応急救護(備品) 1,100円 ●高速教習:650円 ●修了検定:6,600円 ●仮免学科受験料金
  2,850円 ●卒業検定:7,700円 ●卒業証明書発行手数料:2,200円 ●宿泊代(1泊あたり）学校寮3,850円
  ホテルシングル・ツイン:7,150円 ●食事代(ホテルコース）1泊あたり(昼・夜):1,100円

  以上、私は、AOIドライビングスクール勝山校の合宿コースに参加するにあたり、上記の条項を遵守し
  異議申し立てしないことを誓約致します。

       令和  年  月  日

       住所 

       入校者署名 印

       保護者署名 印



注１）内容をよく読んで頂き、裏面に住所と名前の記入と押印をお願いします。 

注２）序文の          に名前を記入してください。 

注３）記入はボールペンでお願いします。 

注４）この合意書は入校する際に忘れずにご持参ください。 

 

 

合宿教習に関する合意書 

  学校法人あおい学園 ＡＯＩドライビングスクール勝山校（以下甲という）と         （以下乙という）との

間 で 普通・中型・大特・普通二輪 免許を取得するにあたり合宿教習による自動車学校への入校について 甲・乙は次

のとおり合意契約する。 

第１条 甲は、乙が運転免許を取得するため、甲への入校を認め、甲の宿泊施設及び甲と提携する宿泊施設へ受け入れるもの

とする。 

第２条 運転免許取得のための教習期間は、乙が教習を開始した日から継続して教習を受け、卒業検定合格の日迄とし、外泊、

一時帰宅（以下外泊等という）については次のとおりとする。 

(1)原則として合宿期間中は、外泊等を行なわない。ただし特別な事情が生じた場合は、速やかに甲に申し出ること

とする。（外泊分の払い戻しは行なわない。）また、一時帰宅に係る交通費は乙の負担とする。 

(2)無断外泊等を行なった場合は、退校処分とする。 

(3)乙の一方的事由で外泊等を行ない、延泊となった場合は、甲の保障期間内であっても、その分の宿泊費は実費と

し、甲の請求に対し卒業までに支払うものとする。ただし、病気その他学校が認めた理由で教習を中断した日数

は、規定日数から除かれる。 

(4)乙が仮免許学科試験において、不合格が３回続いた場合、一時帰宅し住所地を管轄する免許センターで仮免許学 

 科試験を受験することとする。仮免学科試験に合格後、仮免許の交付を受けてから合宿教習を再開するものとす

る。再開時期については、他の合宿教習生の予約状況により時期が遅延する事もあるが、この場合であっても甲

に異議はないものとする。また、一時帰宅に係る交通費は乙の負担とする。 

第３条 甲は、乙が規定期間（時間）内に卒業検定に合格するよう努力するが、教習生個々の能力等に個人差が認められるの

で、乙に基づく理由で期間（時間）が延長したとき、甲に異議はないものとする。 

    また乙の過失により所定の期間内に学科を受講しなかった場合及び技能教習が予約されているのに連絡もなく無断

でキャンセルした場合は、保証期間内であっても下記のキャンセル料を卒業時に支払うこととする。 

     ◇技能教習 ＭＴ車 場内 ５，２８０円  路上 ５，６１０円 

           ＡＴ車 場内 ５，６１０円  路上 ５，９４０円 

     ◇延泊料金 レギュラーコース １泊（食事付） ３，８５０円 

第４条 乙の合宿教習費は、入校当日までに全額支払うものとする。 

第５条 合宿教習費を納金した後、乙の事情で入校の解約をする場合は、事務処理上、次の解約手数料を差し引いた額を返金

することとする。ただし、入校日を変更する場合は適用しない。 

(1)入校日２日前まで ３万円 

(2)入校日３日から７日前まで ２万円 

(3)申込み払込金（手付金）１万円までの金額は返金しない。 

第６条 教習の中途でＭＴ車からＡＴ車に変更した場合の差額払い戻しは行わないものとする。 

第７条 乙が取得する免許について、入校するときの資格要件は、免許取得年齢に達しかつ色彩識別能力及び運動能力等が公

安委員会の定める基準に達する者とする。 

    なお、免許取得に必要な資格がない場合又は偽って入校したときは、乙の責任とする。また、免許の取得に関して免

許の欠格事由に該当する特定の疾患、および無免許運転で検挙、もしくは交通違反や交通事故で運転免許の取消処分

を受けたことがある場合は、事前に住所地を管轄する免許センターに受験相談を行い、取得できる旨を確認すること

とする。この確認を怠り免許取得不能となった場合も、乙の責任とする。 

第８条 入校後、乙が病気その他の事由で転校又は中途退校する事情が生じ、乙から合宿教習費清算の申し出があった場合は、

合宿教習費の１/３相当額の違約金及び現に受講した学科・技能教習時間、宿泊日数に応じた実費を差し引いた金額を

返金するものとする。 

 

 （裏面に続く） 

第９条 乙が入校中、一方的事由で無断退校したときは、残余の合宿教習費は返金しないものとする。 



第 10 条 乙は入校するに際し、甲の宿泊施設及び甲の提携する宿泊施設の規則を厳守する旨の誓約書を提出したものでなけれ

ば、入校を認めないものとする。 

    また、乙が故意または重大な過失により、学校施設、教材及び宿泊施設等に損害を与えたときは、その責任を負うも

のとする。 

第 11 条 乙が学校及び宿泊施設において、第三者に迷惑を与え、若しくは秩序（良俗）に反する行動があり、甲より退校の処

分を受けても異議はないものとする。 

第 12 条 甲に入校する為居住地を出発し、卒業後居住地に帰着する間の医療費は乙の負担とする。（期間中の病気怪我を含む）  

第 13 条 合宿期間中にインフルエンザ等の感染病を発症した場合は、速やかに学校紹介の病院に入院するか、家族の方に迎え

に来てもらい一時帰宅するかのいずれかとする。 

第 14 条 台風や豪雨、豪雪等の悪天候、不慮の事故による通行止め、および地震等の天変地異（以下悪天候等という）による

列車の運休や各種交通機関の不通による入校日の遅延またはキャンセルが生じた場合、甲に異議はないものとする。

また事前に悪天候等が予想された場合、甲より前泊等を推奨する場合もあるが、その場合の費用は乙の負担とする。 

第 15 条 交通費の支給は卒業日とする。交通費支給の条件は卒業検定合格であるため、乙が途中退校等で卒業検定が受験でき

ない場合は支給しないものとする。 

第 16 条 反社会的勢力であることが判明した場合は、何らの催促を要せず速やかに退校するものとする。 

 

 

 

 

 以上の内容を踏まえ、合宿教習を実施することに合意します。 

 

 

 

  令和  年  月  日                       

甲  福井県勝山市上高島１０－１－１    

                          学校法人あおい学園 ＡＯＩドライビングスクール勝山校 

                                       校 長  中 村  勝 則 

  

                       乙  住 所 

                          氏 名             印 



学校法人あおい学園
AOIドライビングスクール勝山校御中

   私は、AOIドライビングスクール勝山校の合宿免許コースに参加するにあたり、下記の条項を遵守し
  異議申し立てしない事を誓約致します。

 【１】申込後、入校のキャンセルについて

  入校日（出発日）に、現在の居住地及び実家が緊急事態宣言地域又はまん延防止等重点措置地域に
  該当する場合は、合宿コースを中止にさせて頂く場合があります。
  又、行政等からの指示で休業要請があった場合は、入校をお断りさせて頂く場合があります。    
  なお、入校前（入校当日も含む）に自動車学校の指導員・職員・教習生、及び宿泊先の従業員
  宿泊者がコロナ感染になった場合、営業が継続できない為、入校をお断りする場合があります。

 【２】合宿期間中の一時帰宅について

  入校後、行政等からの指示で学校が休校する事となった場合は、一旦教習を中断し、一時帰宅を
    行って頂きます。
 （一時帰宅に係る費用は自己負担）

 【３】ワクチン接種のご協力について

  安全・安心な合宿免許コースを実施するために、入校前までにワクチン接種（３回以上）を推奨しま
  す。

 【４】入校当日の検温と不織布マスクの着用について

  出発の１週間前から毎日体温を計測し、同封した用紙に結果を記入して入校日にご持参ください。
  出発日当日の朝も検温を行い、体温が37℃を超える場合又は体調不良等がある場合は、入校日を見合
  わせて頂きます。新型コロナウイルス感染症防止についての重要事項説明書と、ご自身専用の体温計
  も必ず持参して下さい。
  集合場所に到着後、現地で再度、検温を行います。体温が37℃を超える場合は、合宿コースを中止に
  させて頂きます。その際の交通費は自己負担とさせて頂きます。
  ※体温が37℃を超える場合は、ワクチン接種による副反応の影響でも入校を見合わせて頂きます。
  合宿期間中、マスクの着用については政府の指針に従うこととしますが、技能教習、技能検定、対面
  による学科教習の際にはマスクの着用をお願いします。
  特に自動車学校内での行動、食事をする際等は気を配り、飛沫防止に努めて下さい。
  また、滞在日数分（日数✕枚数）の不織布マスクと、毎日の検温で使用する体温計をご持参ください。

 【５】日曜日の休校について

  毎週日曜日は、休校日になります。但し、コース日程の状況によっては教習を行う場合があります。
  コロナウイルス感染防止の為、合宿期間中の一時帰宅は原則禁止とさせて頂きますので、あらかじめ
  ご了承願います。万が一、帰省をしなければならない場合は、必ず自動車学校に申し出てください。
  ※交通費は自己負担

 【６】オンライン教習について
  
  当校では、新型コロナ感染症防止対策の為、学科教習は全てオンラインで受講して頂きます。対面方
  式での学科は受講できませんので、あらかじめご了承願います。※効果測定・技能解説・応急救護の
  学科は、学校内での対面授業になります。宿泊先（ホテル・寮）でのWiFi環境は整っています。入校
  時(出発日)にイヤホン・ノートパソコン・タブレット・スマートフォン等の機器はご自身でご用意下
  さい。
  ※イヤホン・ノートパソコン等、機器の貸出しは行っていませんので、あらかじめご了承願います。

誓約書
（新型コロナウイルス感染症防止に関する留意事項）

【お客様控】



 【７】体調不良による一時帰宅について

  滞在中に体温が37℃を超える場合、継続した発熱、体調不良等により教習が困難と自動車学校側で判
  断した場合は、医療機関の受診の為一時帰宅を行って頂きます。※一時帰宅に係る費用は自己負担。

 【８】同行、同室している方が体調不良になった場合の一時帰宅について

  同行している方が、体調不良になった場合は、ご自身の体調に異変が起こらないかの経過観察をさせて
  頂くため、一時帰宅の指示に従っていただく場合があります。※一時帰宅は、ご本人様に行動確認を行
  い、判断させて頂きます。飲食時の状況、待機時間の間隔、バス乗車時の席順の確認等

 【９】保証について

  延⻑・補修・修了検定再受験・仮免学科再受験・卒業検定再受験等の為、延⻑になった場合は、延泊
  料金が必要となります。※レギュラーコース(学校寮）の方・ホテルコースの方で(学校寮)に移動して頂
  ける方は、4泊迄無料。※ホテル延泊の場合は食事提供無し。
  1泊あたりの延泊料金(税込)■学校寮:3,850円■ホテルシングル・ツイン:7,150円 
  体調不良等（病気・怪我を含む）による自己都合や、寝坊・時間間違え等によって卒業日程が延⻑に
  なった場合も延泊料金が必要です。

 【１０】退校又は転校した場合の払い戻し金額について

  ご自身の都合で、退校又は転校した場合の払い戻し金額は、下記の方法で行います。
  お預かりさせて頂いた料金から、必要経費を差し引いた料金が、払い戻し金額になります。
  入校日によっては、安価な料金体系日もありますので、払い戻しがない場合もあります。予めご了承
  願います。※コロナ感染による計算方法も同様。
  【入校初日にかかる費用】(税込) ※技能2時限・学科2時限を行った場合
  ■適性検査代:3,190円 ■学科①:2,200円 ■写真代:770円 ■教材:2,750円 ■食事代(ホテルコース)
  夜分600円 ■宿泊代金(1泊あたり) 学校寮:3,850円 ホテルシングル・ツイン:7,150円 ■技能2時限
  (AT:11,220円・MT:10,5650円） ■学科2時限:4,400円 ■入学金等の手数料:84,700円
  合計 AT：116,980円 MT:116,320円
  ※2泊目以降(初日と別)は、下記の料金が別途必要になります。
  技能教習1時限あたりの教習料金(税込)
  ●第1段階 AT：5,610円 MT : 5,280円 ●第2段階 AT：5,940円 MT : 5,610円
  その他の料金(税込)
  ●学科教習1時限あたり 2,200円 ●効果測定1 3,300円 ●効果測定2 3,300円 ●原付教習
  3,300円 ●応急救護(備品) 1,100円 ●高速教習:650円 ●修了検定:6,600円 ●仮免学科受験料金
  2,850円 ●卒業検定:7,700円 ●卒業証明書発行手数料:2,200円 ●宿泊代(1泊あたり）学校寮3,850円
  ホテルシングル・ツイン:7,150円 ●食事代(ホテルコース）1泊あたり(昼・夜):1,100円

  以上、私は、AOIドライビングスクール勝山校の合宿コースに参加するにあたり、上記の条項を遵守し
  異議申し立てしないことを誓約致します。



【お客様控】 

 

 

合宿教習に関する合意書 

  学校法人あおい学園 ＡＯＩドライビングスクール勝山校（以下甲という）と         （以下乙という）との

間 で 普通・中型・大特・普通二輪 免許を取得するにあたり合宿教習による自動車学校への入校について 甲・乙は次

のとおり合意契約する。 

第１条 甲は、乙が運転免許を取得するため、甲への入校を認め、甲の宿泊施設及び甲と提携する宿泊施設へ受け入れるもの

とする。 

第２条 運転免許取得のための教習期間は、乙が教習を開始した日から継続して教習を受け、卒業検定合格の日迄とし、外泊、

一時帰宅（以下外泊等という）については次のとおりとする。 

(1)原則として合宿期間中は、外泊等を行なわない。ただし特別な事情が生じた場合は、速やかに甲に申し出ること

とする。（外泊分の払い戻しは行なわない。）また、一時帰宅に係る交通費は乙の負担とする。 

(2)無断外泊等を行なった場合は、退校処分とする。 

(3)乙の一方的事由で外泊等を行ない、延泊となった場合は、甲の保障期間内であっても、その分の宿泊費は実費と

し、甲の請求に対し卒業までに支払うものとする。ただし、病気その他学校が認めた理由で教習を中断した日数

は、規定日数から除かれる。 

(4)乙が仮免許学科試験において、不合格が３回続いた場合、一時帰宅し住所地を管轄する免許センターで仮免許学 

 科試験を受験することとする。仮免学科試験に合格後、仮免許の交付を受けてから合宿教習を再開するものとす

る。再開時期については、他の合宿教習生の予約状況により時期が遅延する事もあるが、この場合であっても甲

に異議はないものとする。また、一時帰宅に係る交通費は乙の負担とする。 

第３条 甲は、乙が規定期間（時間）内に卒業検定に合格するよう努力するが、教習生個々の能力等に個人差が認められるの

で、乙に基づく理由で期間（時間）が延長したとき、甲に異議はないものとする。 

    また乙の過失により所定の期間内に学科を受講しなかった場合及び技能教習が予約されているのに連絡もなく無断

でキャンセルした場合は、保証期間内であっても下記のキャンセル料を卒業時に支払うこととする。 

     ◇技能教習 ＭＴ車 場内 ５，２８０円  路上 ５，６１０円 

           ＡＴ車 場内 ５，６１０円  路上 ５，９４０円 

     ◇延泊料金 レギュラーコース １泊（食事付） ３，８５０円 

第４条 乙の合宿教習費は、入校当日までに全額支払うものとする。 

第５条 合宿教習費を納金した後、乙の事情で入校の解約をする場合は、事務処理上、次の解約手数料を差し引いた額を返金

することとする。ただし、入校日を変更する場合は適用しない。 

(1)入校日２日前まで ３万円 

(2)入校日３日から７日前まで ２万円 

(3)申込み払込金（手付金）１万円までの金額は返金しない。 

第６条 教習の中途でＭＴ車からＡＴ車に変更した場合の差額払い戻しは行わないものとする。 

第７条 乙が取得する免許について、入校するときの資格要件は、免許取得年齢に達しかつ色彩識別能力及び運動能力等が公

安委員会の定める基準に達する者とする。 

    なお、免許取得に必要な資格がない場合又は偽って入校したときは、乙の責任とする。また、免許の取得に関して免

許の欠格事由に該当する特定の疾患、および無免許運転で検挙、もしくは交通違反や交通事故で運転免許の取消処分

を受けたことがある場合は、事前に住所地を管轄する免許センターに受験相談を行い、取得できる旨を確認すること

とする。この確認を怠り免許取得不能となった場合も、乙の責任とする。 

第８条 入校後、乙が病気その他の事由で転校又は中途退校する事情が生じ、乙から合宿教習費清算の申し出があった場合は、

合宿教習費の１/３相当額の違約金及び現に受講した学科・技能教習時間、宿泊日数に応じた実費を差し引いた金額を

返金するものとする。 

 

 （裏面に続く） 

第９条 乙が入校中、一方的事由で無断退校したときは、残余の合宿教習費は返金しないものとする。 

第 10 条 乙は入校するに際し、甲の宿泊施設及び甲の提携する宿泊施設の規則を厳守する旨の誓約書を提出したものでなけれ

ば、入校を認めないものとする。 

    また、乙が故意または重大な過失により、学校施設、教材及び宿泊施設等に損害を与えたときは、その責任を負うも



のとする。 

第 11 条 乙が学校及び宿泊施設において、第三者に迷惑を与え、若しくは秩序（良俗）に反する行動があり、甲より退校の処

分を受けても異議はないものとする。 

第 12 条 甲に入校する為居住地を出発し、卒業後居住地に帰着する間の医療費は乙の負担とする。（期間中の病気怪我を含む）  

第 13 条 合宿期間中にインフルエンザ等の感染病を発症した場合は、速やかに学校紹介の病院に入院するか、家族の方に迎え

に来てもらい一時帰宅するかのいずれかとする。 

第 14 条 台風や豪雨、豪雪等の悪天候、不慮の事故による通行止め、および地震等の天変地異（以下悪天候等という）による

列車の運休や各種交通機関の不通による入校日の遅延またはキャンセルが生じた場合、甲に異議はないものとする。

また事前に悪天候等が予想された場合、甲より前泊等を推奨する場合もあるが、その場合の費用は乙の負担とする。 

第 15 条 交通費の支給は卒業日とする。交通費支給の条件は卒業検定合格であるため、乙が途中退校等で卒業検定が受験でき

ない場合は支給しないものとする。 

第 16 条 反社会的勢力であることが判明した場合は、何らの催促を要せず速やかに退校するものとする。 

 

 

 

 

 以上の内容を踏まえ、合宿教習を実施することに合意します。 

 

 


